
公正取引委員会契約監視委員会第３回会合議事概要 

 

 

１ 日時  平成２１年４月２１日（火）１３：３０～１５：３０ 

 

２ 場所  中央合同庁舎６号館Ｂ棟１１階 公正取引委員会官房第１会議室 

 

３ 出席者 

 （委員）小西委員長 田中委員、田辺委員  

 

４ 議事概要 

（１）審議対象契約期間 

   平成２０年８月１日から平成２１年３月３１日まで 

（２）審議内容 

   各委員が抽出した５物件について審議が行われたところ，審議内容は別紙のとお

りである。 

（３）次回の日程 

  平成２１年１０月開催予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                



別紙 

抽出物件の審議概要について 

意見・質問 説明・回答 

１ 一般懸賞規制及び総付景品規制に関するアンケート調査の委託について（一般競争入

札） 

・ 入札参加者の特徴があれば教えてほし

い。 

また，入札参加者によって業務の取り

組み方が異なるように思えるが，それに

ついてはどのように考えているか。 

・ 委託業務の性質上，入札参加者はリサー

チ会社が多かった。 

  業務の取り組み方については，仕様書に

業務内容を定めており，入札参加者はこの仕

様書に基づいて業務を行うことを前提に参

加していることから，入札参加業者による差

異はないと考えている。 

・ 入札に参加した会社は何社か。 ・ 落札した株式会社インテージリサーチの

ほか２社が参加した。 

・ 仕様書によると，落札者はアンケート

調査に協力する一般消費者のモニター募

集等業務とアンケート調査に協力する事

業者の選定等業務を行うとあるが，前者

は落札者の保有しているデータから選ん

だのか。また，後者はどのようなデータ

から選んだのか。 

・ 一般消費者のモニターは落札した株式会

社インテージリサーチのモニターから募集

した。また，アンケート調査に協力する事業

者は当委員会が提供した各種のデータから

業種別に無作為に抽出した。 

・ 落札者はアンケートの集計作業のほ

か，結果報告に関するレポートの提出も

課されているが，業者の中には，いい加

減に業務を行うところもある。レポート

の質や量は考慮に入れていないのか。 

・ レポートの質や量については仕様書にお

いて具体的には定めているわけではないが，

入札参加の条件として，過去５年間に全国を

対象とする統計調査を実施した実績がある

こと等の条件を付している。これによってい

い加減な業者は参加できないような仕組み

になっていると考えている。 

・ 入札参加の条件として，過去５年間に 

おいて全国を対象とする統計調査を実

施した実績があること等の条件は，最

近，ロクに調査もせずにいい加減な報告

をする業者も多いと聞いているので，新

規参入を妨げるというところはあるか

もしれないが，悪質業者を排除するとい

う面ではやむを得ず，妥当な条件設定だ

と思う。 

・ 当方としても，なるべく多くの業者に入 

札に参加してもらいたいが、業務を遺漏な

く遂行してもらう必要があるとの観点か

ら,このような入札参加条件を定めたもの

である。 



２ 審決等データベースサービスの提供業務について（一般競争入札） 

・ 契約金額２５，２００，０００円には

保守料が含まれているのか。 

・ 含まれている。 

・ 審決等データベースサービスの提供業

務の入札は今回で何回目になるのか。 

・ ２回目になる。サポートの期限等もある

ことから，システムの更新は５年ないし７

年の期間をめどに更新している。 

・ 保守業務とシステム構築は別個に分け

ることはできないか。 

・ 本業務は，システムの構築・データ移行 

業務と保守管理業務の一括発注として予算

化され，システムの構築・データ移行業務

は，平成２１年２月２８日までに行うこと

とし，保守管理業務は，平成２１年３月１

日から平成２５年３月３１日までの複数年

契約として国庫債務負担行為で行うことと

して発注したものである。本調達は外部の

専門業者が管理するサーバを利用して構

築・運用することを想定したため，保守管

理業務を分けて調達することは想定してい

なかった。 

・ 今回のデータベースの入札にあたり，

ＣＩＯ補佐官の意見を取り入れたか。 

・ 仕様書を作成する際にＣＩＯ補佐官から

アドバイスを受けた。 

  なお，ＣＩＯ補佐官については，平成２

１年度の入札を行った結果，業者が変更と

なった。 

・ ちなみに，ＣＩＯ補佐官の入札はどう

いう状況だったのか。また，落札した業

者はどのような業者か。 

・ ３社が仕様書を取りに来て，そのうちの

２社が実際に入札に参加した。 

  落札した業者は株式会社インターフュー

ジョン・コンサルティングという業者で，他

省庁のＣＩＯ補佐官業務も行っているよう

である。 

３ 有料老人ホーム等の表示に関する調査について（一般競争入札）  

・ 一般懸賞規制及び総付景品規制に関す

るアンケート調査の委託の仕様書と比

べると，本件の仕様書が簡素なように思

えるがどうか。 

・ 本件については，適宜打ち合わせをしな

がら進めていくこととしているため，他の仕

様書と比較して簡素かもしれない。 

・ 調査対象地域が関東・中部・近畿の３

地区で,契約金額が約３００万円という

のは高くないか。 

・ 本件については，調査票の回収・集計だ

けでなくパンフレット等の表示物も回収し

分析することとしている。 



・ 一般懸賞規制のところでも指摘した

が，調査報告書の質や量が問題になるの

ではないか。報告書は何ページ以上と仕

様書に記載はないのか。 

・ 報告書のページ数に関して仕様書で指定

はしていないが，前年度の調査報告書を参考

に示したり，委託業者と打ち合わせを行うな

どして，調査報告書について一定の水準が確

保されるよう努めている。 

・ 今回応札者は２社だったということだ

が，仕様書の業務内容を見るに，もっと

多くの応札者がいてもおかしくないと

思うがどうか。 

 

・ クォリティー維持のために本件の入札参

加条件として，過去５年間に老人福祉分野の

調査研究を受託した実績があること及び調

査の責任者が老人福祉分野の知見を有し，調

査に従事する者が調査ノウハウを有してい

ることという条件を付し，事前に受託実績一

覧及び調査の責任者の専門分野，責任者を含

め調査に従事する者の過去２年間の担当業

務などを記載した資料の提出を義務付けて

いる。 

  そうした事情から応札者が少なくなった

のではないかと考えられる。 

・ 役務関係の業務は，入札金額を上げず 

にクォリティーをどのようにして維持

させるかいうところが問題であり，入札

参加の際に過度の条件を付すと参入の

妨げになる可能性もあり，難しいところ

ではあるが，本件の入札参加条件につい

てはクォリティー維持のためにはやむ

を得ないものと思う。 

 

４ 貨客兼用自動車の交換購入について（一般競争入札（総合評価方式）） 

・ 車を購入するのになぜ総合評価方式を

採用したのか。 

・ 車の購入は,金額だけでなく，温室効果ガ

スの排出削減に配慮するとの観点から，総合

評価方式による入札を実施するようにとい

う国の方針に従ったものである。 

・ ここまで自動車の性能に関する審査要

領がはっきりしているのならば，仕様書

の入札参加条件に点数のボーダーライ

ンを設けて，それをクリアしている業者

の中で入札すれば事務の効率化につな

がったのではないか。 

・ 今回の入札は，環境省が発表した環境配

慮契約法基本方針に従ったものである。な

お，仕様書で最初に振り分けてしまうと，メ

ーカーや車の型が決まってしまう可能性が

あるほか，車種によっては高価になってしま

う可能性もある。 



・ 自動車の性能に関する審査要領は入札

参加者には公表しているのか。 

 

 

・ 自動車の性能に関する審査要領はオープ

ンにしており，仕様書を取りに来た業者にも

当然ながら渡している。なお，どれぐらいの

金額で何の車種を提示するかは各業者の戦

略による。 

５ グループウェアシステム運用支援業務一式について（一般競争入札） 

・ 入札の対象となるのはソフトウェアの

みか。 

・ 入札の対象となるのは，ソフトウェアの

サイボウズガルーンのサポート及びＯＳの

修正プログラムの適用である。 

・ この金額は１年間の契約か。 ・ 今回の入札の契約時期は１０月だったこ

ともあり，半年契約にしている。 

・ それにしても金額が高いように思え

る。システム構築をしたりしているのか。 

・ 既にあるソフトウェアを使用するのでシ

ステム構築は行わない。ただ，パッチを適

用することによってシステムが正常に作動

しなくなることがあることから，事前にテ

スト環境で検証作業を行ってもらってい

る。 

そのような検証作業が入っていること

が，金額が高めとなっている理由であると

考えられる。 

・ 連絡すれば来るという条件がついてい

たりはしないのか。 

・ 電話番号やメールアドレスは把握してい

るが，そのような条件はつけていない。 

  ただし，電話や電子メールによる回答だ

けで解決できない障害等が発生した場合に

は，技術者が来訪することになっている。 

・ 入札に応じたもう１社の入札金額は高

かったのか。 

・ 落札した富士ソフト株式会社とは僅差で

あった。 

・ 過去のソフトウェアに関するトラブル

を仕様書に記載して情報開示をしていけ

ば，ソフトウェアの運用業務の実情が把

握でき，実態に即した金額に近づいてい

くのではないか。 

・ これまで使用していたグループウェアは

長期にわたって運用していたこともあり，

ソフトウェアだけでなく老朽化したハード

ウェア自体のトラブルも多かった。そのた

め，すべて製品を入れ替えたグループウェ

アシステムの運用支援仕様書に，単純に以

前使用していたソフトウェアやハードウェ

アを原因とするトラブルなどのこれまでの

件数や内容を想定として記載することは適

切でないと考えたものである。 



・ 仕様書によると現在運用中のシステム

の運用支援であり，毎年度入札により契

約更新を行うことを前提として契約され

ているが，それについてのデメリットは

ないのか。 

・ デメリットとしてはまず毎年入札を行わ

なければならないことが挙げられる。これ

により，どこが落札するか分からないとい

う不安がある。また業者が変わった場合に

は引継ぎを行わなければならず，そのため

の作業経費が上乗せされるという面もあ

る。 

  システム構築と一括で複数年度の契約を

行う方法も考えられたが，予算措置がなか

ったことから，単年度契約にしたものであ

る。 

 


